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認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない場合に、
家庭裁判所が、本人を支援し保護する者（後見人等）を選ぶことで、
本人の権利を守り、法律的に支援・保護する制度

成年後見制度

法定後見制度

任意後見制度

後見

保佐

補助

（既に判断能力が不十分な場合）

（将来の不安に備えたい場合）

判断能力を常に
欠いている

判断能力が
不十分

判断能力が
著しく不十分

１成年後見制度とは



２３類型の分け方の目安

日常生活に必要な買い物を
一人でできるか

次のようなことが一人でできるか
・不動産の売却や購入、賃貸借
・自動車などの高価な買物
・借金や保証人となる契約

自己の財産を管理・処分するのに援
助が必要な場合がある

いいえ

いいえ

はい

はい（自信はない）

自己の財産を管理・処分することが
できない

自己の財産を管理・処分するのに常
に援助が必要

後見

保佐

補助



３成年後見人の職務
（できること） （できないこと）

家事

介護

医療行為
への同意

身分行為
婚姻、離婚、養子縁組、
認知、相続、遺言など

＜例＞
・介護・福祉サービスの契約
・入退院の契約
・賃貸借契約
・日常生活の見守り

身上保護
医療・福祉サービス等の契約等
身の回りのことについてサポート

＜例＞
・印鑑や預貯金通帳の管理
・年金の受領
・公共料金や税金の支払
・不動産の管理
・遺産分割協議などの相続手続

財産管理
本人の財産を適切に管理・活用

身元保証人

入院や施設入所の際の

買い物や
通院の
同行

死後事務



後見 保佐 補助

判断能力が
欠けているのが
通常の状態の方

対象となる方
判断能力が
著しく

不十分な方

判断能力が
不十分な方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
申立てをすることが

できる人

不要
申立てに関する
本人の同意

原則不要 要

ー同意権
【後見人等の同意が必要な行為】

民法第１３条１項の行為
民法第１３条１項の行為
の一部（家裁が定める）

日常生活に関する行為取消権
【取り消しが可能な行為】

同上 同上

財産管理に関する全ての
法律行為及び身上保護

代理権
【後見人等に与えられる代理権の範囲】

申立ての範囲内で家庭
裁判所が審判で定める
特定の法律行為

同左



借財・保証
訴訟行為

贈与・和解・
仲裁合意

不動産の工事贈与を断る 長期間の賃貸借 法定代理人

元本の領収・利用

相続

不動産や重要な
財産の権利得喪

民法第１３条１項の行為（保佐人の同意を要する行為）とは



不動産の処分や遺産相続の
手続きが必要…

福祉施設の入所・継続のための
契約や病院の入退院の契約が
本人だけでは不安…

年金や手当の申請や受取、
税金や施設利用料金の支払が
本人では難しい…

契約や手続き
不当な契約を取り消し
金銭管理

成年後見人が本人のかわりに などを行う！

４制度活用の検討について

具体的な検討タイミングの例は次ページへ

成年後見制度の活用を検討すべき時はこんなとき、、、



本人の判断能力について

①日常的な金銭管理に支援が必要。
本人の財産管理について

（これだけであれば
日常生活自立支援事業でも可能）

本人の財産管理について

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが常に見られ、
誰かの支援がなければ難しい。

４制度活用の検討について

福祉サービスの内容が理解できず、本人に代わって契約が必要。本人の身上保護について

②通帳や印鑑の紛失・再発行を繰り返してしまう。

③年金・手当等の受取り手続きが必要。

④生命保険などの請求の手続きが必要。

⑤税金の申告が必要。

⑥賃貸借契約の手続きが必要。

⑦高額な買い物をしたり、消費者被害に遭ったことがある。

⑧不動産処分や定期預金の解約手続きなどが必要。

⑨借金をしたり、他人の保証人になってしまう。

⑩借金の整理、ローンの返済が必要。

⑪遺産相続の手続きが必要。

⑫裁判所の手続きが必要。

※判断に迷う場合は次ページで紹介する窓口へご相談ください



４制度利用の検討について

日常的な金銭等の管理にとどまらない
財産管理や身上保護を援助

本人の財産や後見人の業務内容によって
家庭裁判所が決定

相場は毎月２万円～６万円

お住いの市町村窓口
お住いの市町村社協

近隣の権利擁護センター
弁護士会、司法書士会、社会福祉士会 等

日常生活の範囲内での金銭等の管理に限定

「福祉サービスの利用援助」:1回1時間1200円
「日常的金銭管理サービス」:1回1時間1200円
「書類等預かりサービス」 :1か月500円

※岐阜県の場合

お住いの市町村社会福祉協議会

日常生活
自立支援
事業

成年後見
制度

サービス範囲

費用

相談先



５相談窓口について

岐阜市

大垣市

高山市

岐阜市成年後見センター

大垣市成年後見支援センター

高山市成年後見支援センター

058-269-5501

0584-47-7424

0577-35-3359

多治見市

関市

中津川市

東濃権利擁護センター

関市権利擁護センター

東濃権利擁護センター

０５７２-26-７４２２

0５７５-２３-７７９８

057２-２６-７４２２

美濃市

瑞浪市

羽島市

高齢福祉保健課

東濃権利擁護センター

羽島市成年後見支援センター

０５７5-33-１１２２

0５７２-２６-７４２２

058-374-0003

恵那市

美濃加茂市

土岐市

東濃権利擁護センター

美濃加茂市権利擁護支援センター

東濃権利擁護センター

05７２-26-７４２２

0574-２５-２１１１

057２-２６-７４２２

各務原市

可児市

山県市

各務原市成年後見支援センター

可児市権利擁護センター

山県市成年後見支援センター

０５８-３２２-５１１８

0５７４-６２-１１１１

0９０-８４５７-９８００

瑞穂市

飛騨市

本巣市

瑞穂市福祉総合相談センター

飛騨市成年後見支援センター

本巣市成年後見支援センター

０58-3２２-８６６８

0５７７-７３-３２１４

058-3２３-７７５４

郡上市

下呂市

海津市

郡上市成年後見支援センター

下呂市成年後見支援センター

社会福祉課

０5７５-８８-９９８８

0５７６-５２-３９３６

058４-５３-１１３９

岐南町

笠松町

養老町

福祉課

福祉子ども課

健康福祉課

058-2４７-１３４８

058-３８８-１１１６

05８４-3２-１１０５

垂井町

関ヶ原町

神戸町

健康福祉課

関ヶ原町成年後見支援センター

神戸町成年後見支援センター

０５８４-2２-７５０５

0５８４-４３-１１１１

05８４-２７-０１７５

輪之内町

安八町

揖斐川町

輪之内町成年後見支援センター

安八町成年後見支援センター

揖斐川町成年後見支援センター

０５８４-６９-４４３３

0５８４-６４-７１０４

058５-２２-２１１１

大野町

池田町

北方町

大野町成年後見支援センター

池田町成年後見支援センター

北方町成年後見支援センター

05８５-３４-１１１１

05８５-４５-３１１１

０９０-８４５７-９８００

坂祝町

富加町

川辺町

坂祝町成年後見支援センター

福祉保険課

川辺町権利擁護支援センター

０５７４-６６-２４０６

0５７４-５４-２１８３

0574-５３-７２１６

七宗町

八百津町

白川町

七宗町権利擁護センター

八百津町成年後見相談センター

白川町成年後見支援センター

０5７４-４８-１１１２

0５７４-４３-２１１１

05７４-７２-２３１７

東白川村

御嵩町

白川村

東白川村成年後見支援センター

御嵩町権利擁護センター

村民課

０5７４-７８-２１００

0５７４-６７-２１１１

05７６９-６-１３１１

（自治体の相談窓口一覧）



02 制度利用のための流れ

１ 成年後見制度の全体の流れ
２ 申立ての流れ
３ 申立てすることができる人
４ 後見人は自由に選べるか
５ 誰が後見人になるのか
６ 申立てに必要な書類
７ 申立費用
８ 後見人への報酬



１成年後見制度の全体の流れ

４報告

２選任・監督成年後見人

３後見業務

被後見人

家庭裁判所

１申立



申立準備・面接予約

申立て

審査

審判

審判の内容通知

後見人の登記

２申立ての流れ

家裁の書記官が成年後見の登記

調査

審問

鑑定

家裁の調査官が関係者へ問い合わせ

家裁必要に応じて裁判官が質問

本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続
後見・保佐では原則医師の鑑定を実施する
（申立て時に診断書添付ある場合も）



３申立てすることができる人

後見制度を利用している場合の、後見・保佐・補助といった「類型の変更」。

本人

成年後見人等

任意後見人等

市町村長

任意後見契約に基づいて審判を行うとき。

検察官
市町村長による申立ても難しい場合に、最終的に検察官が申立てを行うことが
想定されているが、ほとんど行われていない。

民法に記載がある以上、本人申立は可能であるが、
判断能力がない人が意味を理解して申し立てできるのかが問題になる。

（申立てができる人は民法７条に記載あり）

身寄りが誰もいない方や、いたとしても疎遠だったり他に問題があるため
適切な申立者がいないような場合に行う。

本人の配偶者

本人の四親等内の親族

子どものいない夫婦の場合などには、配偶者が申立てを行うことがある。

親族がいる場合には、親族による申立てが一般的。



３申立てすることができる人

9,786

1,652

2,083

8,0424,519

4,229

690

699

1

9,980

申立人と本人との関係別件数（R6全国）

配偶者

親

最高裁判所事務総局家庭局（2025.3）

本人

子兄弟姉妹

その他
親族

法定後見人等

任意後見人等

検察官

市区町村長

親族が
２０,５２５件
４９．２％を占める

令和６年：
４１,６８１件



４後見人は自由に選べるか

法定
後見

任意
後見

〇判断能力が低下する前にあらかじめ
後見人を自分で選任し、公正証書で契約

〇家庭裁判所はこの任意後見契約の内容に
逆らうことができないので、
自分で選んだ後見人が必ず選ばれる。

〇後見人の権限も自分で自由に決めること
ができる。

〇判断能力が低下してから申立て

〇申立ての時に候補者をあげられるが
最終的に誰を後見人とするかは
家庭裁判所が決定する

〇後見人の権限は、後見・保佐・補助の
類型に基づいて自動的に決定される

自分で選ぶことができない 自分で選ぶことができる

※不服申立てもできない



５誰が後見人になるのか

最高裁判所事務総局家庭局（2025.3）

7,077

8,794

11,875

6,873
2,002

331

1,567

2690

後見人と本人との関係別件数（R6全国）

親族

弁護士

司法書士

社会福祉士

〈内訳〉

税理士   52
行政書士 1,759
精神保健福祉士   49
社会保険労務士 142

その他専門職

市民後見人

社会福祉協議会 その他法人



本人情報シート

本人情報シートを医師に渡し、作成依頼をする。
長谷川式、MMSE、知能検査の検査のうち１つにより、医学的診断を行い、

判断能力についての意見を示してもらう。
診断書

〈自治体から取り寄せ〉
戸籍謄本
住民票
などその他添付書類

〈法務局から取り寄せ〉
本人の登記されていない

ことの証明書
（「成年被後見人及び被保佐人に該
当しない」旨の登記事項説明書）

など

〈その他〉
障害者手帳などの写し
年金額決定通知書

など

親族の意見書
後見人等候補者事情説明書（後見人を裁判所に一任する場合は不要）など

福祉関係者（ケースワーカーなど）に作成依頼する。
医師が診断を行う際の補助資料とするため、日常生活の状況等について記入。

６申立てに必要な書類

取り寄せた書類等を確認しながら記入申立書



７申立費用

申立て手数料 ８００円

後見登記手数料  ２,６００円

連絡用郵便切手  ４,３００円

鑑定費用 １００,０００円程度※鑑定を行う場合

〈主な費用〉

そのほか、診断書や各種証明書類取得にも費用がかかります

※市町村によっては、申立費用の助成が受けられる場合がございます。
助成制度の有無や要件については市町村窓口へお問い合わせください。



８後見人への報酬

１報酬付与の申立て

２報酬付与の審判
報酬額の決定

成年後見人

３後見人が
銀行口座から
報酬額を引き出す

被後見人

家庭裁判所

（報酬付与の流れ）

毎月２万円から
６万円が一般的

自動的には
振り込まれない

途中で口座の残高が
なくなった場合は
無償で後見業務を行う
ことになる。

※市町村によっては、報酬の助成が受けられる場合がございます。
助成制度の有無や要件については市町村窓口へお問い合わせください。
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